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会議の顛末

本会議(３月２４日)

議長（川上守）

ただいまの出席議員数は９人です。

定足数に達していますので、これより本日

の会議を開きます。

議事日程の報告

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり

です。

日程第１

議案第３号 平成２年度若桜町一般会計予

算を議題とします。

本案に関する委員長の報告を求めます。

予算審査特別委員会委員長、青木一憲議員。

予算審査特別委員長（青木一憲）

若桜町議会報告第３号 予算審査特別委員

会審査報告。

１．付託案件の名称、議案第３号 平成２年

度若桜町一般会計予算。２．審査の経過、令

和２年３月１０日開催の本会議において、当

委員会に付託された上記案件を審査するため、

３月１２日、１３日、１６日、１７日の４日

間にわたり委員会を開催し、町長ほか各課長

及び関係職員の出席を求め慎重に審査を行っ

たので、結果を次のとおり報告します。

審査の結果の前に、議会より一言申し上げ

ます。令和２年度一般会計予算には、令和元

年度の繰越事業も含め、多くの事業が予定さ

れています。これらも含め、繰越の無いよう

一年を通して計画的に実行され、年度内の事

業完成に努めていただきたい。

３．審査の結果、当委員会に付託された議

案第３号は、原案を可決すべきものと決定し

ました。

議長（川上守）

ただいま委員長の報告がありましたが、こ

れについて、質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

議員（中尾理明）

７番、中尾。

議長（川上守）

原案反対の方の発言を許します。７番、中

尾理明議員。

議員（中尾理明）

私は、議案第３号 令和２年度一般会計予算

に反対の討論をします。

反対箇所は、款３、民生費、項１、社会福

祉費、目７、同和対策費、同和対策事業費約

２１５万２千円の内、解放同盟高野支部の補

助金１６３万２千円であります。

私は支部というのは、任意の運動団体であ

り、補助金に頼ることなく自主運営を行うの

が当然だと考えています。

より重要なのは、同和対策特別事業がもは

や法的根拠を失ってることです。なかんずく

このまま補助が続けば、地区の固定化にも繋

がりかねません。私は、この支出をどうして

も認めることはできません。

さて私は、数年前、平成２５年３月末で同

和行政を終了させた埼玉県深谷市の事例を取

り上げ、同様な動きが深谷市周辺にもあるこ

とを紹介いたしました。

その直後の同年３月、深谷市周辺の埼玉県

の解放同盟が、同和行政終了後、隣保館など

の閉鎖などの条例の無効と諸施策により精神

的苦痛を受けたとして、慰謝料を求め提訴し

ました。しかし３年あまり続いた裁判は、２

８年９月結審、その判決理由は、平成１４年

３月の地域改善対策特別措置法執行により、

特別対策の根拠がなく、また当該地区への人



口移動などによって、地区対象者を限定した

政策の継続は困難などと指摘、同和行政終了、

隣保館等の廃止条例は裁量権逸脱ではないと

し、解放同盟の賠償請求も棄却しました。

その後、平成２９年６月には、東京高裁で

棄却、同年９月最高裁でも上告が棄却され、

判決が確定いたしました。

もはや、同和対策特別事業計画に道義はな

く、全ての面で今日は行政は終了させ、文字

通り一般行政に移行すべき時ではないでしょ

うか。

以上で本議案の反対討論といたします。

議長（川上守）

ほかに討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第３号 令和２年度若桜町一般会計予

算を採決します。

この採決は起立によって行います。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方はご起立願います。

（起立多数）

起立多数です。

したがって、議案第３号は、原案のとおり

可決されました。

日程第２

議案第４号 令和２年度若桜町国民健康保

険事業特別会計予算、議案第５号 令和２年度

若桜町介護保険事業特別会計予算、議案第６

号 令和２年度若桜町後期高齢者医療特別会

計予算、議案第７号 令和２年度若桜町簡易水

道事業特別会計予算、議案第８号 令和２年度

若桜町公共下水道事業特別会計予算、議案第

９号 令和２年度若桜町農業集落排水事業特

別会計予算、議案第１０号 令和２年度若桜町

赤松団地造成事業特別会計予算、議案第１１

号 令和２年度若桜町財産区造林事業特別会

計予算、議案第１２号 令和２年度若桜町索道

事業特別会計予算、議案第１３号 令和２年度

若桜町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

を一括して議題とします。

本案に対する委員長の報告を求めます。

予算審査特別委員会委員長、青木一憲議員。

予算審査特別委員長（青木一憲）

若桜町議会報告第４号、予算審査特別委員

会審査報告。

１．付託案件の名称、議案第４号 令和２年

度若桜町国民健康保険事業特別会計予算、議

案第５号 令和２年度若桜町介護保険事業特

別会計予算、議案第６号 令和２年度若桜町後

期高齢者医療特別会計予算、議案第７号 令和

２年度若桜町簡易水道事業特別会計予算、議

案第８号 令和２年度若桜町公共下水道事業

特別会計予算、議案第９号 令和２年度若桜町

農業集落排水事業特別会計予算、議案第１０

号 令和２年度若桜町赤松団地造成事業特別

会計予算、議案第１１号 令和２年度若桜町財

産区造林事業特別会計予算、議案第１２号 令

和２年度若桜町索道事業特別会計予算、議案

第１３号 令和２年度若桜町住宅新築資金等

貸付事業特別会計予算。

２．審査の経過、報告第３号と同じなので

割愛させていただきます。

３．審査の結果、当委員会に付託された議

案第４号、議案第５号、議案第６号、議案第

７号、議案第８号、議案第９号、議案第１０

号、議案第１１号、議案第１２号、議案第１

３号は、原案を可決すべきものと決定しまし

た。

議長（川上守）

ただいま、委員長の報告がありましたが、

これについて質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。



これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第４号から議案第１３号を一括して採

決します。

お諮りします。

本案は、委員長報告のとおり決することに

ご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第４号から議案第１３号

は、委員長報告のとおり可決されました。

日程第３に入るに先立ち、諸般の報告をし

ます。議案第２４号 若桜町長等の損害賠償責

任の一部免責に関する条例の制定について、

監査委員の意見が提出されていますので、印

刷してお手元に配布をしています。

朗読は省略します。

以上をもって、諸般の報告を終わります。

日程第３

議案第２４号 若桜町長等の損害賠償責任

の一部免責に関する条例の制定について、を

議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第２４号 若桜町等の損害賠償責任の

一部免責に関する条例の制定について、を採

決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第２４号は原案のとおり

可決されました。

日程第４

議案第２５号 若桜駅前にぎわいプラザの

設置及び管理に関する条例の制定について、

を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第２５号 若桜駅前にぎわいプラザの

設置及び管理に関する条例の制定について、

を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第２５号は原案のとおり

可決されました。

日程第５

議案第２６号 若桜町監査委員条例の一部

改正について、を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）



討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第２６号 若桜町監査委員条例の一部

改正について、を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第２６号は原案のとおり

可決されました。

日程第６

議案第２７号 若桜町職員の服務の宣誓に

関する条例の一部改正について、を議題とし

ます。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第２７号 若桜町職員の服務の宣誓に

関する条例の一部改正について、を採決しま

す。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第２７号は原案のとおり

可決されました。

日程第７

議案第２８号 若桜町会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する条例の一部改正に

ついて、を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第２８号 若桜町会計年度任用職員の

給与及び費用弁償に関する条例の一部改正に

ついて、を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第２８号は原案のとおり

可決されました。

日程第８

議案第２９号 若桜郷土文化の里の設置及

び管理に関する条例の一部改正について、を

議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第２９号 若桜郷土文化の里の設置及

び管理に関する条例の一部改正について、を

採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）



異議なしと認めます。

したがって、議案第２９号は原案のとおり

可決されました。

日程第９

議案第３０号 若桜町特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部改正について、を議題とし

ます。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第３０号 若桜町特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部改正について、を採決しま

す。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第３０号は原案のとおり

可決されました。

日程第１０

議案第３１号 若桜町家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正について、を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第３１号 若桜町家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部改正について、を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第３１号は原案のとおり

可決されました。

日程第１１

議案第３２号 若桜町氷ノ山自然ふれあい

の里施設の設置及び管理に関する条例の一部

改正について、を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

議員（中尾理明）

７番、中尾。

議長（川上守）

原案反対の方の発言を許します 。７番、中

尾理明議員。

議員（中尾理明）

私は、議案第３２号 若桜町氷ノ山自然ふれ

あいの里施設の設置及び管理に関する条例の

一部改正に反対です。本条例の改正は、消費

税 10%への増税に伴い、キャンプ場利用料金

を改定するものと説明を受けています。

昨年行われた消費増税を、国民生活は大変

な影響を受け、経済全体の悪化も顕著となっ



てきた中で、今回の新型肺炎の拡大により、

今後さらに厳しい生活を強いられてくること

は明白です。

観光協会によると、今年度はキャンプ場に、

以前と比べ多くの利用者の皆さんが訪れ、氷

ノ山でゆったりとした時間を楽しんでいただ

いているとのことでした。

私は、増税されたら、その分を利用者・町

民に転嫁するような町のやり方に反対です。

町民本位、利用者本位の行政としてやるべき

ことではないと思います。

今回の料金改定は、いま氷ノ山自然ふれあ

いの里へ来られ、キャンプ場を起点に自然に

親しんでいただいてる方が増えてきているこ

のチャンスに、水を差すものではないでしょ

うか。以上で本議案の反対討論とします。

議長（川上守）

ほかに、討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第３２号 若桜町氷ノ山自然ふれあい

の里施設の設置及び管理に関する条例の一部

改正について、を採決します。

この採決は起立によって行います。

本案は、原案のとおり決することに賛成の

方はご起立願います。

（起立多数）

起立多数です。

したがって、議案第３２号は原案のとおり

可決されました。

日程第１２

議案第３３号 民法の一部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の整備に関する条例に

ついて、を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第３３号 民法の一部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の整備に関する条例に

ついて、を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第３３号は原案のとおり

可決されました。

日程第１３

議案第３４号 公の施設の指定管理者の指

定（若桜町立多目的集会施設）について、を

議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第３４号 公の施設の指定管理者の指

定（若桜町立多目的集会施設）について、を

採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第３４号は原案のとおり

可決されました。



日程第１４

議案第３５号 公の施設の指定管理者の指

定（若桜町活性化施設）について、を議題と

します。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第３５号 公の施設の指定管理者の指

定（若桜町活性化施設）について、を採決し

ます。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第３５号は原案のとおり

可決されました。

日程第１５

議案第３６号 公の施設の指定管理者の指

定（若桜エゴマ工房）について、を議題とし

ます。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第３６号 公の施設の指定管理者の指

定（若桜エゴマ工房）について、を採決しま

す。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第３６号は原案のとおり

可決されました。

日程第１６

議案第３７号 公の施設の指定管理者の指

定（若桜町氷ノ山関連施設）について、を議

題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第３７号 公の施設の指定管理者の指

定（若桜町氷ノ山関連施設）について、を採

決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第３７号は原案のとおり

可決されました。

日程第１７

議案第３８号 公の施設の指定管理者の指

定（道の駅若桜 桜ん坊）について、を議題と

します。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。



質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第３８号 公の施設の指定管理者の指

定（道の駅若桜 桜ん坊）について、を採決し

ます。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第３８号は原案のとおり

可決されました。

日程第１８

議案第３９号 公の施設の指定管理者の指

定（若桜駅前にぎわいプラザ）について、を

議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第３９号 公の施設の指定管理者の指

定（若桜駅前にぎわいプラザ）について、を

採決します。

お諮りします。

本案は原案のとおり決することにご異議あ

りませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第３９号は原案のとおり

可決されました。

日程第１９

議案第４０号 若桜町過疎地域自立促進計

画の変更について、を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第４０号 若桜町過疎地域自立促進計

画の変更について、を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第４０号は原案のとおり

可決されました。

日程第２０

議案第４１号 鳥取市及び八頭郡若桜町に

おける連携中枢都市圏の形成に係る連携協約

の変更について、を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第４１号 鳥取市及び八頭郡若桜町に

おける連携中枢都市圏の形成に係る連携協約

の変更について、を採決します。

お諮りします。



本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第４１号は原案のとおり

可決されました。

日程第２１

議案第４２号 令和元年度若桜町一般会計

補正予算（第 7 号）を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第４２号 令和元年度若桜町一般会計

補正予算（第７号）を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第４２号は原案のとおり

可決されました。

日程第２２

議案第４３号 工事請負契約（高原の宿氷太

くん法面災害復旧工事）の変更契約の締結に

ついて、を議題とします。

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議案第４３号 工事請負契約書（高原の宿氷

太くん法面災害復旧工事）の変更契約の締結

について、を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議案第４３号は原案のとおり

可決されました。

日程第２３

請願第１号 日本軍「慰安婦」問題の真の解

決を求める請願、請願第２号 選択的夫婦別姓

の導入など一日も早い民法改正を求める意見

書提出を求める請願、陳情第３号 公定価格の

改善、待機児童解消、保育士の処遇改善のた

めの必要な措置を求める意見書の提出を求め

る陳情書、請願第４号 女性差別撤廃条約選択

議定書のすみやかな批准を求める意見書の提

出を求める請願、請願第５号 厚生労働省によ

る公立・公的病院名の公表の白紙撤回と地域

医療の充実を求める意見書の提出を求める請

願、を一括して議題とします。

審査の結果について、常任委員長の報告を

求めます。

総務産業教育民生常任委員長、山根政彦議

員。

総務産業教育民生常任委員長（山根政彦）

若桜町議会第５号 総務産業教育民生常任

委員会審査報告。

１．付託案件の名称、請願第１号 日本軍「慰

安婦」問題の真の解決を求める請願。２．審

査の経過、令和２年３月１０日の本会議にお

いて、当委員会に付託された上記案件を審査

するため、３月１８日に委員会を開催し慎重

に審査を行ったので、結果を次のとおり報告

します。



３．審査の結果、当委員会に付託された請

願第 1 号は、不採択とすべきものと決定しま

した。

若桜町議会報告第６号、総務産業教育民生

常任委員会審査報告。

１．付託案件の名称、請願第２号 選択的夫

婦別姓の導入など、一日も早い民法改正を求

める意見書提出を求める請願。

審査の経過は、第５号と一緒ですので割愛

させていただきます。

３．審査の結果、当委員会に付託された請

願第２号は、不採択とすべきものと決定いた

しました。

若桜町議会報告第７号 総務産業教育民生

常任委員会審査報告。

１．付託案件の名称、陳情第３号 公定価格

の改善、待機児童解消、保育士の処遇改善の

ための必要な措置を求める意見書の提出を求

める陳情。

審査の経過は、第５号と一緒ですので割愛

させていただきます。

３．審査の結果、当委員会に付託された陳

情第３号は、採択すべきものと決定しました。

若桜町議会報告第８号、総務産業教育民生

常任委員会審査報告。

１．付託案件の名称、請願第４号 女性差別

撤廃条約選択議定書のすみやかな批准を求め

る意見書の提出を求める請願。

審査の経過は、第５号と一緒ですので割愛

させていただきます。

３．審査の結果、当委員会に付託された請

願第４号は、不採択とすべきものと決定いた

しました。

若桜町議会報告第９号 総務産業教育民生

常任委員会審査報告。

１．付託案件の名称、請願第５号 厚生労働

省による公立・公的病院名の公表の白紙撤回

と地域医療の充実を求める意見書の提出を求

める請願。

審査の経過は、第５号と一緒ですので割愛

させていただきません。

２．審査の経過、令和２年３月１０日の本

会議において、当委員会に付託された上記案

件を審査するため、３月１８日に委員会を開

催し慎重に審査を行ったので、主なる意見と

結果を次のとおり報告します。

３．主なる意見、この度の委員会では、不

採択といたしましたが、病院を持つ自治体や

町内の医療機関の状況を考え、若桜町独自の

意見書を別途、国に対して提出するようにし

たい。

４．審査の結果、当委員会に付託された請

願第５号は、不採択とすべきものと決定いた

しました。以上です。

議長（川上守）

ただいま、委員長から報告がありましたが、

これについて質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論は区分して行います。

請願第１号 日本軍「慰安婦」問題の真の解

決を求める請願について、討論はありません

か。

議員（中尾理明）

7 番、中尾

議長（川上守）

原案賛成の方の発言を許します。７番、中

尾理明議員。

議員（中尾理明）

私は、請願第 1 号 日本軍「慰安婦」問題の

真の解決を求める請願に賛成する立場で討論

を行います。

私たちは、戦前日本軍によって強制的に残

酷な性虐待を受けた方々の暮らしに寄り添い、



真の解決を目指す本人や家族に対し、目的実

現のために力を尽くす必要があるのではない

かと思います。

過去を振り返ると、１９９３年、在日韓国

人ソウ・シンドウさんが従軍慰安婦として強

制的に働かされたことに対し、謝罪と賠償を

求め裁判を起こしました。

一審・二審とも訴えは退けられましたが、

慰安婦として強制されたことは、国際法上の

不法行為にあたる、民法上の不法行為責任を

負う余地を認定する一方で、請求権期間が消

滅したとして、訴えを退け、最高裁は上告を

棄却しました。

２０１５年安倍首相は、戦後７０年につい

て談話を発表いたしました。談話には、痛切

な反省とお詫びという言葉を織り込んでいま

すが、それが朝鮮の植民地支配に対するもの

と判断できる文言はなく、戦場の影には深く

名誉と尊厳を傷つけられた女性がいたという

一説を見ても、従軍慰安婦などの具体名は抜

け落ち、決定的なのはこれら虐げられた人々

への明確な謝罪の言葉がないことです。

この請願の背景を以上のように述べさせて

いただきました。その立場により、請願第１

号に賛成し討論を終わります。

議長（川上守）

ほかに討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

請願第１号を採決します。

この採決は起立によって行います。

本件に対する委員長の報告は不採択です。

請願第１号は、委員長報告のとおり不採択

とすることに賛成の方は、ご起立願います。

（起立多数）

起立多数です。

したがって、請願第 1 号は委員長報告のと

おり不採択とすることに決定しました。

請願第２号 選択的夫婦別姓の導入など、一

日も早い民法改正を求める意見書提出を求め

る請願について、討論はありませんか。

議員（中尾理明）

７番、中尾。

議長（川上守）

原案賛成の方の発言を許します。７番、中

尾正明議員。

議員（中尾理明）

私は、請願第２号 選択的夫婦別姓の導入な

ど、一日も早い民法改正を求める請願に賛成

する立場で討論を行います。

夫婦同姓の要請は、両性の平等と基本的人

権を掲げた憲法に違反します。１９９６年法

務大臣の諮問機関、法制審議会は夫婦別姓の

権利を求める民法改正を答申していますが、

進展がありません。

しかし、この件について内閣府が３年前に

行った世論調査結果で、法改正に賛成の方が

42.5%で反対の 29%を上回っているように、国

民の多くが法改正を望むようになってきてい

ます。一方、最高裁では、４年前、夫婦同姓

は合憲と判断しています。

今年に入っても同趣旨の判決がなされてい

ますが、制度の在り方については、国民の判

断国会に委ねるとしており、国会での審議促

進が必要です。国連女性差別撤廃委員会は、

日本政府に対して、繰り返し制度改正を訴え

ています。４年前は最高裁の判断に関わらず

早急な是正を勧告しています。

私は１日も早く、日本政府が国連の是正勧

告に従い、法改正に向けて行動を起こすこと

が必要であると強く思うものです。

以上、本請願の賛成討論とします。

議長（川上守）

ほかに討論はありませんか。



（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

請願第２号を採決します。

この採決は起立によって行います。

本件に対する委員長の報告は不採択です。

請願第２号は、委員長報告のとおり不採択

とすることに賛成の方は、ご起立をお願いし

ます。

（起立多数）

起立多数です。

したがって、請願第２号は委員長報告のと

おり不採択とすることに決定しました。

陳情第３号 公定価格の改善、待機児童解消、

保育士の処遇改善のための必要な措置を求め

る意見書の提出を求める陳情書について、討

論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

陳情第３号を採決します。

お諮りします。

本件に対する委員長の報告は採択です。

陳情第３号は、委員長報告のとおり決する

ことにご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、陳情第３号は委員長報告のと

おり採択とすることに決定しました。

請願第４号 女性差別撤廃条約選択議定書

のすみやかな批准を求める意見書の提出を求

める請願について、討論はありませんか。

議員（中尾理明）

７番、中尾。

議長（川上守）

原案賛成の方の発言を許します。７番、中

尾理明議員。

議員（中尾理明）

私は、請願第４号 女性差別撤廃条約選択議

定書のすみやかな批准を求める意見書の提出

を求める請願に、賛成する立場で討論を行い

ます。

女性差別撤廃条約選択議定書は、女性差別

撤廃条約の実効性を高めるために、１９９９

年の国連総会で採択され、２０２０年 1 月現

在締約国１８９か国中、１１３の国が批准し

ています。締約国の個人または団体が直接委

員会に申し立てすれば、委員会審議により見

解・勧告を統治する制度です。

国連は、締約国日本政府に対し２０１６年

実施状況を審議した委員会はもちろん、２０

１７年、国連人権委員会も同条約選択議定書

の批准を勧告しています。

２０２０年までの政府の第４次男女共同参

画基本計画は、女子差別撤廃条約の積極的遵

守等に努める、選択議定書については、早期

批准について真剣に検討するとしています。

男女共同参画基本計画の一日も早い具体的実

行と批准国になっている７６か国の中にある

日本は、先進国にふさわしく、速やかに批准

することが強く求められており、本請願に賛

成する者です。以上で討論を終わります。

議長（川上守）

ほかに討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

請願第４号を採決します。

この採決は起立によって行います。

本件に対する委員長の報告は、不採択です。

請願第４号は、委員長報告のとおり不採択

とすることに賛成の方は、ご起立願います。

（起立多数）

起立多数です。

したがって、請願第４号は委員長報告のと

おり不採択とすることに決定しました。



請願第５号 厚生労働省による公立・公的病

院名の公表の白紙撤回と、地域医療の充実を

求める意見書の提出を求める請願について、

討論はありませんか。

議員（中尾理明）

７番、中尾。

議長（川上守）

原案賛成の方の発言を許します。７番、中

尾理明議員。

議員（中尾理明）

私は請願第５号、厚生労働省による公立・

公的病院名の公表の白紙撤回と、地域医療の

充実を求める意見書の提出を求める請願に賛

成する立場で討論を行います。

９月２６日、厚生労働省は、地域医療に貢

献している病院の役割を顧みることなく、突

然４２４の公立・公的病院の再編統合案を発

表し、県内も、何病院が名指しされ、地元は

もちろん県民から大きな憤りの声が上がって

います。

関係する岩美町をはじめ、３自治体はもち

ろん、琴浦町など他の町議会でも、これに対

しその撤回を求める意見書を議決、提出され

ています。

また、全国自治体病院開設者協議会会長で、

全国知事会・社会保障常任委員長でもある、

平井県知事は、いち早く国に出向かれ、あま

りにも唐突で、不適切、国の姿勢に疑問を持

つリストを撤回してもらいたいと、撤回を求

められました。にも関わらず厚労省は、今年

１月、一部病院を外した上で４４０の病院に

増やし、重点地域を選定し推進をはかってい

る有様です。

今新型肺炎で多くの感染症死亡者が発生し

ていますが、その最大の防波堤は病院ではな

いでしょうか。イタリアでは、過去５年で、

７５８の医療機関を閉鎖し、医師が国外に流

出したと言われています。その結果が国内で

大流行を防ぐことができず、世界の支援を求

めていることを見るにつけ、病院の大切な役

割を改めて認証されたのではないでしょうか。

終わりに、この請願について、議員間での

議論の結果、若桜独自の意見書を国に提出す

ることになったことに対し、私も賛同するこ

とを申し上げ、賛成討論といたします。

議長（川上守）

ほかに、討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

請願第５号を採決します。

この採決は起立によって行います。

本件に対する委員長の報告は、不採択です。

請願第５号は、委員長報告のとおり不採択

とすることに賛成の方は、ご起立願います。

（起立多数）

起立多数です。

したがって、請願第５号は委員長報告のと

おり不採択とすることに決定しました。

日程第２４

議員提出議案第１号 公定価格の改善、待機

児童解消、保育士の処遇改善のための必要な

措置を求める意見書、を議題とします。

趣旨説明を求めます。３番、山根政彦議員。

議員（山根政彦）

議員提出議案第１号 公定価格の改善、待機

児童解消、保育士の処遇改善のための必要な

措置を求める意見書。

上記の意見書を別紙のとおり提出する。令

和２年３月２４日提出。提出者 若桜町議会議

員山根政彦、賛成者 若桜町議会議員青木一憲。

公定価格の改善、待機児童解消、保育士の

処遇改善のための必要な処置を求める意見書

（案）でございます。

２０１９年１０月から幼児教育・保育の無



償化が実施されている。無償化自体は全ての

子どもに質の高い幼児教育・保育の機会を保

障する重要な施策であるが、現場では保育需

要が拡大し、新たな負担が増えるなどの問題

が生じ、緊急の課題である待機児童解消や保

育士の処遇改善が停滞・後退するするという

事態が引き起こされようとしている。

７行割愛させていただきます。国において

は、必要な財源を確保し、保育施策の拡充の

ために必要な措置を講じられるよう、以下に

ついて要望する。

１．保護者や施設に負担を強いる公定価格

の減算はせず、すべての施設が安定的に運営

できるよう、実態を踏まえて引き上げ、改善

すること。

２．保育の質的・量的拡充が停滞すること

がないよう、国として十分な予算を確保する

こと。特に待機児童の解消については、無償

化によって需要が喚起されるため、国として

認可保育所の整備計画を立て、保育所等整備

交付金の増額など支援の拡充、必要な財政措

置を行うこと。

３．保育士等職員の配置基準の改善、賃金

の引き上げなど処遇改善のために、公定価格

の改善など必要な措置を講ずること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意

見書を提出する。

令和２年３月２４日、鳥取県若桜町議会。

内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、

文部科学大臣、内閣府特命担当大臣、衆議院

議長、参議院議長様宛でございます。

議長（川上守）

これより質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（質疑なし）

質疑なしと認めます。

質疑を終結します。

これより討論に入ります。

討論はありませんか。

（討論なし）

討論なしと認めます。

討論を終結します。

議員提出議案第１号 公定価格の改善、待機

児童解消、保育士の処遇改善のための必要な

措置を求める意見書、を採決します。

お諮りします。

本案は、原案のとおり決することにご異議

ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます.

したがって、議員提出議案第１号は原案の

とおり可決されました。

日程第２５

議会だより調査特別委員会委員の選任につ

いて、を議題とします。

お諮りします。

議会だより調査特別委員会委員につきまし

ては、委員会条例第６条第４項の規定により、

梶原明議員、山本安雄議員、山根政彦議員、

青木一憲議員を指名したいと思います。

これにご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、ただいま指名しましたとおり、

選任することに決定いたしました。

日程第２６

閉会中の継続調査について、を議題としま

す。

総務産業教育民生常任委員会及び議会運営

委員会並びに各特別委員会から、会議規則第

７５条の規定により、お手元に配付のとおり、

閉会中の継続調査の申し出があります。

お諮りします。

各委員会申し出のとおり、閉会中の継続調

査とすることにご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、各委員会から申し出のとおり

閉会中の継続調査とすることに決定しました。



日経第２７

議員派遣の件を議題とします。

お諮りします。

議員派遣については、会議規則第１２７条

の規定により、お手元に配付しました、議員

派遣の件のとおりとしたいと思います。

これにご異議ありませんか。

（異議なし）

異議なしと認めます。

したがって、議員派遣の件については原案

のとおり決定しました。

これで、本日の日程は全部終了しました。

会議を閉じます。

令和２年第２回若桜町議会定例会を閉会い

たします。

   午後２時２３分  閉 会


